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介
護
分
野
で
働
く
労
働
者
や
事
業
者
へ
の

支
援
事
業
を
展
開
す
る
（
財
）
介
護
労
働
安

定
セ
ン
タ
ー
は
八
月
二
三
日
、「
二
〇
一
〇
年

度
介
護
労
働
実
態
調
査
」
結
果
を
ま
と
め
た
。

他
方
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
介
護
従
事
者
で
つ

く
る
日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
（
約
六

万
三
一
〇
〇
人
）
も
同
月
一
九
日
に
、「
二
〇

一
一
年
度
就
業
意
識
実
態
調
査
」
結
果
を
発

表
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
結
果
か
ら
、

介
護
現
場
の
現
状
と
課
題
を
み
る
。

介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
の
事
業
所
調
査

職
種
で
異
な
る
従
業
員
過
不
足
感

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
の
一
年
間

に
お
け
る
訪
問
介
護
員
及
び
介
護
職
員
の
離

職
・
採
用
状
況
を
み
る
と
、
離
職
率
は
前
年

度
（
一
七
・
〇
％
）
よ
り
微
増
の
平
均
一
七
・

八
％
。
就
業
形
態
別
で
は
正
社
員
が
一
五
・

七
％
、
非
正
社
員
・
常
勤
が
二
四
・
六
％
、

非
正
社
員
・
短
時
間
が
一
八
・
二
％
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
採
用
率
も
平
均
で
は
前
年

度
（
二
五
・
二
％
）
よ
り
微
増
の
二
五
・
八
％

で
、
内
訳
は
正
社
員
が
二
二
・
二
％
、
非
正

社
員
・
常
勤
が
三
八
・
八
％
、
非
正
社
員
・

短
時
間
が
二
六
・
一
％
だ
っ
た
。
離
職
・
採

用
と
も
、
非
正
社
員
・
常
勤
の
入
れ
代
わ
り

が
激
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

従
業
員
の
過
不
足
状
況
に
つ
い
て
は
、
全

体
で
は
不
足
感（「
大
い
に
不
足
」＋「
不
足
」

＋
「
や
や
不
足
」）
が
五
〇
・
三
％
と
、
前

年
度（
四
六
・
八
％
）を
上
回
っ
て
い
る
。「
適

当
」
と
の
回
答
は
前
年
度
（
五
二
・
三
％
）

よ
り
低
下
の
四
八
・
八
％
、「
過
剰
」
は
〇
・

九
％
と
な
っ
て
い
る
。
職
種
別
に
み
る
と
、

不
足
感
は
「
訪
問
介
護
員
」（
六
五
・
九
％
）

や
「
介
護
職
員
」（
四
〇
・
四
％
）、「
看
護
職

員
」（
三
九
・
〇
％
）
で
強
い
。
一
方
、「
生
活

相
談
員
」（
一
四
・
一
％
）
や
「
介
護
支
援
専

門
員
」（
一
七
・
七
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
提
供
責

任
者
」（
一
九
・
九
％
）
等
の
人
手
不
足
感
は

緩
い
よ
う
だ
。

離
職
防
止
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
改
善
で

現
在
、
早
期
の
離
職
防
止
や
定
着
促
進
の

た
め
に
実
施
し
て
い
る
方
策
を
聞
く
と
（
複

数
回
答
）、
上
位
か
ら
「
職
場
内
の
仕
事
上

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
化
」（
六

四
・
一
％
）、「
労
働
時
間
（
時
間
帯
・
総
労

働
時
間
）
の
希
望
を
聞
く
」（
五
九
・
六
％
）、

「
賃
金
・
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
（
休
暇

を
取
り
や
す
く
含
め
）
を
改
善
」（
五
七
・

三
％
）、「
非
正
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
転
換

機
会
を
設
置
」（
四
六
・
〇
％
）な
ど
が
挙
が
っ

た
。訪

問
介
護
員
及
び
介
護
職
員
の
人
材
育
成

に
つ
い
て
は
（
複
数
回
答
）、「
教
育
・
研
修

計
画
を
立
て
て
い
る
」（
五
六
・
六
％
）
ほ
か
、

「
自
治
体
や
業
界
団
体
が
主
催
す
る
教
育
・

研
修
に
積
極
的
に
参
加
」が
四
四
・
八
％
、「
採

用
時
の
教
育
・
研
修
を
充
実
」
が
四
〇
・
八
％

な
ど
と
な
り
、「
い
ず
れ
も
行
っ
て
い
な
い
」

事
業
所
は
三
・
二
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

運
営
上
の
問
題
は「
充
分
賃
金
を
払
え
な
い
」

こ
う
し
た
な
か
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
運
営

す
る
上
で
の
問
題
を
聞
く
と
、全
体
で
は「
今

の
介
護
報
酬
で
は
人
材
の
確
保･

定
着
の
た

め
に
充
分
な
賃
金
を
払
え
な
い
」
が
、
前
年

度
（
五
二
・
七
％
）
よ
り
微
減
す
る
も
五
一
・

五
％
で
も
っ
と
も
多
い
。
次
い
で
、「
今
の
介

護
報
酬
で
は
人
材
確
保
・
定
着
の
た
め
に
充

分
な
賃
金
を
支
払
え
な
い
」
が
五
一
・
五
％
、

「
良
質
な
人
材
の
確
保
が
難
し
い
」が
四
八
・

五
％
、「
指
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す

る
書
類
作
成
が
煩
雑
で
時
間
に
追
わ
れ
る
」

が
三
六
・
三
％
―
―
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
介
護
職
員
の
処
遇

改
善
に
取
り
組
む
事
業
者
に
対
し
、
二
〇
一

一
年
度
末
ま
で
の
間
、
介
護
職
員(

常
勤
換

算)

一
人
当
た
り
月
額
平
均
一
・
五
万
円
を

交
付
し
て
い
る
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付

金
」
の
対
応
状
況
（
使
途
）
を
み
る
と
、
全

体
で
は「
一
時
金
の
支
給（
に
充
て
て
い
る
）」

が
五
〇
・
〇
％
で
も
っ
と
も
多
く
、「
諸
手
当

の
導
入
・
引
き
上
げ
」（
二
九
・
八
％
）、「
基

本
給
の
引
き
上
げ
」（
一
五
・
七
％
）、「
教
育

研
修
の
充
実
」（
一
五
・
三
％
）と
続
く
が
、「
い

ず
れ
も
な
い
」
事
業
所
も
一
五
・
五
％
あ
っ

た
。調

査
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る

全
国
の
事
業
所
か
ら
、
一
／
四
無
作
為
で
抽

出
し
た
約
一
・
七
万
社
を
対
象
に
、
昨
年
一

〇
月
一
日
時
点
の
状
況
を
尋
ね
た
も
の
。
有

効
回
答
事
業
所
は
七
三
四
五
社
（
回
収
率
は

四
三
・
一
％
）
で
、
経
営
主
体
の
内
訳
は
民

間
企
業
が
五
〇
・
三
％
、
社
会
福
祉
法
人
が

一
七
・
三
％
、
医
療
法
人
が
一
一
・
二
％
、

社
会
福
祉
協
議
会
が
六
・
三
％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
の
意
識
調
査

労
使
で
一
致
す
る
人
手
過
不
足
感

次
に
日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
の
調

査
か
ら
、
介
護
従
事
者
の
過
不
足
を
み
る
と
、

職
場
の
実
感
と
し
て
不
足
感
（「
大
い
に
不

足
し
て
い
る
」
と
「
や
や
不
足
し
て
い
る
」

の
合
計
）
が
強
い
の
は
、「
訪
問
介
護
員
」（
月

給
制
組
合
員
で
七
八
・
三
％
、
時
給
制
組
合

員
で
五
八
・
八
％
が
指
摘
。
以
下
同
）
や
「
施

設
系
介
護
員
（
入
所
型
）」（
同
順
に
七
一
・

七
％
、
六
二
・
〇
％
）、「
施
設
系
介
護
員
（
通

所
型
）」（
六
一
・
五
％
、
五
七
・
三
％
）、「
看

護
師
」（
六
八
・
二
％
、
五
五
・
四
％
）
な
ど

と
な
っ
た
。

一
方
、
現
状
で
も
「
妥
当
で
あ
る
」
と
の

認
識
が
強
い
の
は
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
」（
月

給
制
で
五
四
・
八
％
、時
給
制
で
四
五
・
五
％
）

や
「
生
活
相
談
員
」（
同
順
に
四
九
・
六
％
、

四
三
・
六
％
）、「
事
務
職
」（
五
四
・
九
％
、

五
二
・
七
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
」（
四

二
・
六
％
、
三
九
・
四
％
）
―
―
な
ど
で
、

介
護
従
事
者
の
過
不
足
感
に
職
種
で
大
き
な

違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
は
、
先
述
し

た
事
業
所
調
査
の
見
方
と
お
お
む
ね
一
致
す

る
よ
う
だ
。

調
査
は
、
そ
う
し
た
人
手
不
足
が
職
場
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
発
展
し
て
い
る
様
子
も

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
年
三

月
の
就
労
日
数
・
時
間
を
職
種
別
に
尋
ね
た

ト
ピ
ッ
ク
ス

介
護
労
働

2

労
働
実
態
や
働
く
人
の
意
識
を
調
査
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結
果
を
み
る
と
、
訪
問
系
管
理
者
の
月
給
制

（
全
体
平
均
二
三
・
二
六
日
／
一
九
〇
・
七

四
時
間
）
で
は
、
二
五
日
以
上
働
い
た
人
が

二
七
・
五
％
に
の
ぼ
り
、
働
い
た
時
間
数
平

均
は
一
九
九
・
四
二
時
間
に
及
ん
だ
。
ま
た
、

訪
問
介
護
員
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
責
任
者
の
月
給
制（
全
体
平
均
二
二
・

八
四
日
／
一
八
三
・
九
六
時
間
）
で
は
、
二

五
日
以
上
働
い
た
人
は
一
七
・
〇
％
で
働
い

た
時
間
数
平
均
は
一
九
八
・
二
時
間
。
施
設

系
管
理
者
（
通
所
型
）
の
月
給
制
（
全
体
平

均
二
二
・
七
一
日
／
一
八
九
・
八
九
時
間
）

で
は
同
順
に
一
六
・
二
％
、
二
〇
二
・
六
時

間
と
な
り
、「
人
手
不
足
が
シ
フ
ト
の
穴
を
補

填
す
る
な
ど
、
管
理
職
員
の
長
時
間
労
働
問

題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」（
村
上
久
美
子
・
日

本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
政
策
部
長
）
様

子
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
働
く
上
で
の
不
満
が
「
あ
る
」
割

合
は
月
給
制
で
七
五
・
六
％
、
時
給
制
で
五

五
・
七
％
に
の
ぼ
り
、
そ
の
理
由
は
（
三
つ

以
内
）、「
賃
金
が
安
い
」（
月
給
制
四
四
・
九
％
、

時
給
制
二
九
・
九
％
）
を
は
じ
め
、「
仕
事
量

が
多
い
」（
同
順
に
二
八
・
三
％
、
九
・
二
％
）、

「
連
休
が
と
り
に
く
い
」（
一
九
・
一
％
、
一

〇
・
四
％
）
な
ど
と
な
っ
た
。
ま
た
、
働
く

上
で
の
不
安
が
「
あ
る
」
割
合
も
、
月
給
制

で
七
一
・
九
％
、
時
給
制
で
六
三
・
九
％
を

占
め
、
理
由
と
し
て
は
（
三
つ
以
内
）、「
将

来
の
こ
と
が
不
安
」が
月
給
制
で
三
五
・
六
％
、

時
給
制
で
二
四
・
五
％
、「
利
用
者
に
適
切
な

サ
ー
ビ
ス
が
で
き
て
い
る
か
不
安
」
が
同
順

に
二
五
・
九
％
、
二
五
・
二
％
な
ど
と
な
っ

た
。
人
手
不
足
に
よ
る
多
忙
が
職
場
の
さ
ま

ざ
ま
な
軋
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

離
職
者
の
復
帰
に
は
賃
金
の
底
上
げ
が
必
要

こ
う
し
た
な
か
、
日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ

ニ
オ
ン
で
は
、
不
満
・
不
安
の
解
消
に
よ
る

離
職
防
止
対
策
と
と
も
に
、
既
に
離
職
し
た

人
の
復
帰
対
策
の
取
り
組
み
も
重
要
に
な
る

と
み
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
、
離
職
者
の

復
帰
方
策
と
し
て
必
要
な
も
の
を
聞
い
た
と

こ
ろ
、「
賃
金
の
底
上
げ
を
図
る
」（
月
給
制
で

六
一
・
九
％
、
時
給
制
で
五
六
・
六
％
）
が

群
を
抜
い
て
多
か
っ
た
。
ま
た
、
仕
事
（
現

在
の
職
種
）
の
経
験
年
数
が
長
い
ほ
ど
、
現

在
の
会
社
で
の
勤
務
年
数
と
の
乖
離
が
大
き

い
状
況
も
明
ら
か
に
な
り
、「
人
手
不
足
の
当

面
の
軽
減
に
は
ベ
テ
ラ
ン
の
呼
び
戻
し
も
有

効
で
、例
え
ば
出
産
・

育
児
等
の
離
職
事
由

の
解
消
後
、
徐
々
に

復
帰
し
て
も
ら
え
る

よ
う
な
環
境
整
備
が

求
め
ら
れ
る
」（
村
上

氏
）。

安
全
衛
生
面
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
課
題

が
今
回
の
調
査
で
は
、

介
護
従
事
者
の
安
全

衛
生
面
に
つ
い
て
も
尋
ね
て
い
る
。
ま
ず
、

業
務
を
通
じ
て
ケ
ガ
を
し
た
経
験
が「
あ
る
」

割
合
は
、
月
給
制
で
三
〇
・
五
％
、
時
給
制

で
二
六
・
六
％
だ
っ
た
。
ケ
ガ
の
種
類
は（
複

数
回
答
）、「
ぎ
っ
く
り
腰
」（
月
給
制
で
二
四
・

六
％
、
二
六
・
三
％
）
の
ほ
か
、
日
常
的
な

生
活
支
援
（
台
所
作
業
、
車
椅
子
の
取
扱
い

等
）
に
伴
う
「
切
り
傷
」（
同
順
に
五
八
・
二
％
、

五
一
・
六
％
）
や
、
自
転
車
通
勤
時
の
転
倒

等
に
伴
う
「
打
撲
」（
三
二
・
四
％
、
二
七
・

四
％
）
な
ど
が
多
い
。

ま
た
、
仕
事
が
原
因
の
健
康
問
題
が
「
あ

る
」
割
合
は
、
月
給
制
で
四
九
・
一
％
、
時

給
制
で
四
〇
・
一
％
。
症
状
を
み
る
と
（
複

数
回
答
）、
介
護
の
職
業
病
と
し
て
知
ら
れ

る
「
腰
が
痛
い
」（
月
給
制
で
五
八
・
八
％
、

時
給
制
で
七
六
・
〇
％
）
や
「
肩
が
こ
る
」

（
同
順
に
四
九
・
〇
％
、
四
一
・
五
％
）
の

ほ
か
、「
イ
ラ
イ
ラ
」（
二
八
・
九
％
、
一
九
・

六
％
）、「
頭
痛
」（
二
二
・
三
％
、
一
一
・
〇
％
）、

「
よ
く
眠
れ
な
い
」（
一
八
・
四
％
、七
・
九
％
）

な
ど
、
月
給
制
組
合
員
を
中
心
に
メ
ン
タ
ル

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
側
面
も
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
業
務
に
よ
り
感
染
症
に
か
か
っ

た
経
験
に
つ
い
て
は
、
月
給
制
で
八
・
四
％
、

時
給
制
で
五
・
六
％
が
「
あ
る
」
と
回
答
し

た
。
内
容
は
（
複
数
回
答
）、「
感
染
性
胃
腸

炎
（
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
）」
が
も
っ
と
も
多
く
、

月
給
制
で
四
四
・
七
％
、
時
給
制
で
三
六
・

七
％
を
占
め
た
ほ
か
、「
疥
癬
」
が
同
順
に
一

七
・
九
％
、
一
八
・
三
％
、「
水
虫
」
が
一
七
・

一
％
、
二
六
・
七
％
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」

が
一
七
・
九
％
、
一
一
・
七
％
―
―
な
ど
と

な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
感
染
症
に
係
る
研
修
や
教

育
を
「
会
社
・
事
業
所
で
受
講
し
た
」
割
合

は
月
給
制
で
六
五
・
八
％
、
時
給
制
で
は
五

六
・
六
％
に
と
ど
ま
り
、「
受
講
し
て
い
な
い
」

割
合
も
同
順
に
八
・
一
％
、
一
四
・
六
％
あ
っ

た
。
事
業
所
調
査
で
、
教
育
・
研
修
自
体
は

あ
る
程
度
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
が
、
日
本
介
護
ク
ラ
フ
ト
ユ
ニ
オ
ン
で

は
「
感
染
源
の
特
定
が
難
し
く
労
災
対
象
に

な
り
に
く
い
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
日
常
的

な
自
己
防
衛
の
た
め
の
研
修
や
教
育
の
徹
底

が
と
く
に
重
要
に
な
る
」（
村
上
氏
）
と
指
摘

す
る
。

な
お
調
査
は
、
基
礎
的
な
労
働
条
件
と
時

事
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
二
〇
〇
二
年
度
以

降
、
実
施
し
て
い
る
も
の
。
今
回
は
介
護
従

事
者
が
本
年
三
月
時
点
で
置
か
れ
て
い
る
現

状
に
つ
い
て
、
月
給
制
一
四
六
五
人
・
時
給

制
一
〇
七
一
人
の
組
合
員
二
五
三
六
人
（
回

収
率
五
〇
・
七
％
）
の
回
答
を
集
約
し
た
。

回
答
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
月
給
制
は

女
性
が
六
八
・
五
％
で
、
四
〇
歳
代
が
二
八
・

五
％
、
三
〇
歳
代
が
二
四
・
二
％
、
二
〇
歳

代
が
二
一
・
九
な
ど
。
契
約
期
間
は
「
定
め

な
し
」
が
七
九
・
〇
％
で
、経
験
年
数
は
「
三

年
以
上
七
年
未
満
」
が
三
七
・
三
％
、「
三
年

未
満
」
が
三
六
・
一
％
な
ど
。
一
方
、
時
給

制
は
女
性
が
八
五
・
五
％
で
、
四
〇
歳
代
が

三
〇
・
七
％
、
三
〇
歳
代
が
二
四
・
三
％
、

五
〇
歳
代
が
二
三
・
二
％
な
ど
。
契
約
期
間

は
「
一
年
」
が
六
〇
・
七
％
、「
六
カ
月
」
が

二
四
・
七
％
で
、経
験
年
数
は
「
三
年
未
満
」

が
四
三
・
二
％
、「
三
年
以
上
七
年
未
満
」
が

三
一
・
〇
％
―
―
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

訪問介護員の不足感が強い
（写真提供：NCCU）




